
 
 
 
 

揖 保 川 地 域 森 林 計 画 
一部変更計画書 

 
 
 
 
                                     
 

（揖保川森林計画区） 
 
 
 
 
 
 

計 画 期 間 
 

自 令和  6 年  4 月  1 日 

 

至 令和 16 年  3 月 31 日 

 
 
 
 

（令和８年１月 20 日兵庫県告示第 31 号） 

 

兵 庫 県 



西脇市

加東市
上郡町

太子町

市川町

稲美町

播磨町

猪名川町

神戸市 芦屋市

西宮市

尼崎市

伊丹市

宝塚市

川西市

明石市

高砂市

姫路市

赤穂市
加古川市

相生市

三田市
加西市

小野市

福崎町

香美町

豊岡市

養父市

朝来市

宍粟市

淡路市

南あわじ市

揖保川地域森林計画

丹波市

丹波篠山市

洲本市

佐用町

新温泉町

三木市

たつの

姫路

神河町
多可町

地域森林計画区位置図



はじめに 
 

---揖保川地域森林計画の樹立及び一部変更について--- 

 

 
１  揖保川地域森林計画の樹立について 

令和 6年 4月 1日から令和 16年 3月 31 日を計画期間とする揖保川地域森林計画は、令

和 5年 12 月に樹立し、令和 6年 1月 16 日付け兵庫県告示第 26 号により公表した。 

  
 
２   今回変更する揖保川地域森林計画について 

（１） 計画の対象とする森林の区域や計画量の変更に伴い、計画内容の一部変更を行い、  

令和８年１月 20 日付け兵庫県告示第 31号により公表した。 

（２） 変更箇所にはアンダーラインを付した。 

（３） この変更については、公表の日からその効力を生じるものとする。 
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事 務 所 名 市 町 名

163,758.21

姫 路 市 28,826.14

神 河 町 17,403.82

市 川 町 6,224.98

福 崎 町 2,458.18

小 計 54,913.12

相 生 市 6,762.64

た つ の 市 11,344.67

赤 穂 市 7,956.40

宍 粟 市 46,223.16

太 子 町 638.87

上 郡 町 11,209.96

佐 用 町 24,709.39

小 計 108,845.09

Ⅱ　 計 　画 　事 　項

（注）１　本計画の対象とする森林は、兵庫県農林水産部林務課のほか各事務所に備え付ける森林計画図に
　　　　おいて表示する区域の民有林である。
　　　２　この表に掲げる森林面積は、令和7年3月31日現在のものである。

面積（ha）

総　　　　計

姫 路 農 林 水 産
振 興 事 務 所

光 都 農 林
振 興 事 務 所

第１　計画の対象とする森林の区域

　　　地域森林計画の対象とする森林の区域は、森林計画図において表示する区域内の民有林とする。
　　　また、地域森林計画の対象となる民有林は、次の事項の対象となる。
　１  森林法(昭和26年法律第259号)第10条の2第1項の開発行為の許可
　２  森林法第10条の7の2第1項の森林の土地の所有者となった旨の届出
　３  森林法第10条の8第1項の伐採及び伐採後の造林の届出



  

第２ 森林の整備及び保全に関する基本的な事項 

１ 森林の整備及び保全の目標その他森林の整備及び保全に関する基本的な事項 

（1） 森林の整備及び保全の目標 

森林の主な機能は、水源涵養機能、山地災害防止機能／土壌保全機能、快適環境形成機能、保

健・レクリエーション機能、文化機能、生物多様性保全機能、地球環境保全機能からなる公益的

機能及び木材等生産機能に大別される。地域においては、関係者の合意の下、発揮を期待する機

能ごとの区域を明らかにし、その機能を十分に発揮できるよう森林の整備及び保全を進めること

とする。その際、期待する機能の発揮に向けた施業が相反する場合以外は、複数の機能を期待す

る森林として取り扱うことも可能とする。 

ただし、地球環境保全機能は、二酸化炭素の吸収や炭素の固定、蒸発散作用等の森林の働きが

保たれることによって発揮される属地性のない機能であるため、区域設定の対象とはしないもの

とする。同様に、生物多様性保全機能については、伐採や自然の攪乱などにより時間軸を通して

常に変化しながらも、一定の広がりにおいて様々な生育段階や樹種から構成される森林が相互に

関係しつつ発揮される機能であり、原生的な森林生態系や希少な生物が生育・生息する森林など

属地的に発揮されるものを除き、区域設定の対象とはしないものとする。 

各機能に応じた森林の望ましい姿については、次のとおりである。 

 

森林の有 

する機能 
森林の望ましい姿 

水源涵
かん

養機能 下層植生とともに樹木の根が発達することにより、水を蓄える隙間に富んだ

浸透・保水能力の高い森林土壌を有する森林であって、必要に応じて浸透を促

進する施設等が整備されている森林 

山地災害防止

機能／土壌保

全機能 

下層植生が生育するための空間が確保され、適度な光が差し込み、下層植生

とともに樹木の根が深く広く発達し土壌を保持する能力に優れた森林であっ

て、必要に応じて山地災害を防ぐ施設が整備されている森林 

快適環境形成

機能 

樹高が高く枝葉が多く茂っているなど遮蔽能力や汚染物質の吸着能力が高

く、諸被害に対する抵抗性が高い森林 

保健・レクリ

エーション機

能 

身近な自然や自然とのふれあいの場として適切に管理され、多様な樹種等か

らなり、住民等に憩いと学びの場を提供している森林であって、必要に応じて

保健・教育活動に適した施設が整備されている森林 

文化機能 史跡・名勝等と一体となって潤いのある自然景観や歴史的風致を構成してい

る森林であって､必要に応じて文化活動に適した施設が整備されている森林 

生物多様性保

全機能 

原生的な森林生態系、希少な生物が生育・生息する森林、陸域・水域にまた

がり特有の生物が生育・生息する渓畔林 

木材等生産機

能 

林木の生育に適した土壌を有し、木材として利用する上で良好な樹木により

構成され、成長量が高い森林であって､林道等の基盤施設が適切に整備されてい

る森林 

 

（2） 森林の整備及び保全の基本方針 

森林の整備及び保全に当たっては、森林の有する多面的機能を総合的かつ高度に発揮させるた

め、適正な森林施業の実施や森林の保全の確保により健全な森林資源の維持造成を推進する。 
具体的には、森林の有する諸機能が発揮される場である「流域」を基本的な単位として、森林

の有する水源涵
かん

養、山地災害防止／土壌保全、快適環境形成、保健・レクリエーション、文化、

生物多様性保全及び木材等生産の各機能を高度に発揮するための適切な森林施業の面的な実施、

林道等の路網の整備、委託を受けて行う森林施業又は経営の実施、保安林制度の適切な運用、治

山施設の整備、森林病害虫や野生鳥獣による被害対策などの森林の保護等に関する取組を推進す

る。 
その際、生物多様性の保全や地球温暖化の防止に果たす役割はもとより、豪雨の増加等の自然

環境の変化、急速な少子高齢化と人口減少、所有者不明森林や整備の行き届いていない森林の存

在等の社会的情勢の変化、放射性物質の影響等にも配慮する。 
また、近年の森林に対する国民の要請を踏まえ、花粉発生源対策を加速化するとともに、流域



  

治水とも連携した国土強靱化対策を推進する。加えて、航空レーザ測量等のリモートセンシング

による高精度な森林資源情報や詳細な地形情報の整備により、現地調査の省力化や適切な伐採区

域の設定、林道等の路網整備の効率化、崩壊リスクが高い箇所における効果的な治山施設の配置

等を推進する。あわせて、シカ等による森林被害も含めた森林の状況を適確に把握するための森

林資源のモニタリングの継続的な実施や森林ＧＩＳの効果的な活用を図る。 
 
森林の有するこれらの機能ごとの森林整備及び保全の基本方針は、次のとおりである。 

森林の有 

する機能 
森林整備及び保全の基本方針 

水源涵
かん

養機能 ダム集水区域や主要な河川の上流に位置する水源地周辺の森林及びに地域の

用水源として重要なため池、湧水地、渓流等の周辺に存する森林については、

水源涵
かん

養機能の維持増進を図る森林として整備及び保全を推進することとす

る。 

具体的には、洪水の緩和や良質な水の安定供給を確保する観点から、適切な

保育・間伐を促進しつつ、下層植生や樹木の根を発達させる施業を推進すると

ともに、伐採に伴って発生する裸地については、縮小及び分散を図ることとす

る。また、自然条件や県民のニーズ等に応じ、天然力も活用した施業を推進す

ることとする。ダム等の利水施設上流部等において、水源涵
かん

養の機能が十全に

発揮されるよう、保安林の指定やその適切な管理を推進することを基本とする。 

山地災害防止

機能／土壌保

全機能 

山腹崩壊等により人命・人家等施設に被害を及ぼすおそれがある森林など、

土砂の流出、土砂の崩壊の防備その他山地災害の防備を図る必要のある森林に

ついては、山地災害防止機能／土壌保全機能の維持増進を図る森林として整備

及び保全を推進することとする。 

具体的には、災害に強い森林を形成する観点から、地形、地質等の条件を考

慮した上で、林床の裸地化の縮小及び回避を図る施業を推進することとする。

また、自然条件や県民のニーズ等に応じ、天然力も活用した施業を推進するこ

ととする。集落等に近接する山地災害の発生の危険性が高い地域等において、

土砂の流出防備等の機能が十全に発揮されるよう、保安林の指定や、その適切

な管理を推進するとともに、渓岸の侵食防止や山脚の固定等を図る必要がある

場合には、谷止や土留等の施設の設置を推進することを基本とする。 

快適環境形成

機能 

県民の日常生活に密接な関わりを持つ里山林等であって、騒音や粉塵等の影

響を緩和する森林及び森林の所在する位置、気象条件等からみて風害、霧害等

の気象災害を防止する効果が高い森林については、快適環境形成機能の維持増

進を図る森林として整備及び保全を推進することとする。 

具体的には、地域の快適な生活環境を保全する観点から、風や騒音等の防備

や大気の浄化のために有効な森林の構成の維持を基本とし、樹種の多様性を増

進する施業や適切な保育・間伐等を推進することとする。快適な環境の保全の

ための保安林の指定やその適切な管理、防風、防潮等に重要な役割を果たして

いる海岸林等の保全を推進することとする。 

保健・レクリ

エーション機

能 

観光的に魅力ある高原、渓谷等の自然景観や植物群落を有する森林、キャン

プ場や森林公園等の施設を伴う森林など、県民の保健・教育的利用等に適した

森林については、保健・レクリエーション機能の維持増進を図る森林として整

備及び保全を推進することとする。 

具体的には、県民に憩いと学びの場を提供する観点から、自然条件や県民の

ニーズ等に応じ広葉樹の導入を図るなどの多様な森林整備を推進することとす

る。また、保健等のための保安林の指定や、その適切な管理を推進することと

する。 

文化機能 史跡、名勝等の所在する森林や、これらと一体となり優れた自然景観等を形

成する森林については、潤いある自然景観や歴史的風致を構成する観点から、

文化機能の維持増進を図る森林として整備及び保全を推進することとする。 



  

具体的には、美的景観の維持・形成に配慮した森林整備を推進することとす

る。また、風致の保存の保安林の指定やその適切な管理を推進することとする。 

生物多様性保

全機能 

全ての森林は多様な生物の生育・生息の場として生物多様性の保全に寄与し

ている。このことを踏まえ、森林生態系の不確実性を踏まえた順応的管理の考

え方に基づき、時間軸を通して適度な攪乱により常に変化しながらも、一定の

広がりにおいてその土地固有の自然条件等に適した様々な生育段階や樹種から

構成される森林がバランス良く配置されていることを目指すものとする。 

とりわけ、原生的な森林生態系、希少な生物が生育・生息する森林、陸域・

水域にまたがり特有の生物が生育・生息する渓畔林などの属地的に機能の発揮

が求められる森林については、生物多様性保全機能の維持増進を図る森林とし

て保全することとする。また、野生生物のための回廊の確保にも配慮した適切

な保全を推進することとする。 

木材等生産機

能 

林木の生育に適した森林で、効率的な森林施業が可能な森林については、木

材等生産機能の維持増進を図る森林として整備を推進することとする。 

具体的には、木材等の林産物を持続的、安定的かつ効率的に供給する観点か

ら、森林の健全性を確保し、木材需要に応じた樹種、径級の林木を生育させる

ための適切な造林、保育、間伐等を推進することを基本とする。この場合、施

業の集約化や機械化を通じた効率的な整備を推進することを基本とする。 

将来にわたり育成単層林として維持する森林では、主伐後の植栽による確実

な更新を行うこととする。 

 

(3)  計画期間において到達し、かつ、保持すべき森林資源の状態等 

期待する機能の発揮に向けた森林への誘導については、育成のための人為の程度、単層・複層

という森林の階層構造に着目し、以下の育成単層林・育成複層林・天然生林ごとに示すこととす

る。 

 

計画期間において到達し、かつ、保持すべき森林資源の状態 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注）育成単層林：森林を構成する林木を皆伐により伐採し、単一の樹冠層を構成する森林として

人為により成立させ維持される森林。例えば、植栽によるスギ・ヒノキ等から

なる森林。 

育成複層林：森林を構成する林木を帯状若しくは群状又は単木で伐採し、一定の範囲又は同

一空間において、林齢や樹種の違いから複数の樹冠層を構成する森林として人

為により成立させ維持される森林。例えば、針葉樹を上木とし、広葉樹を下木

とする森林。 

天然生林  ：主として自然に散布された種子などにより成立させ維持される森林。例えば、

天然更新によるシイ・カシ・ブナ等からなる森林。 

 

区    分 
現況 

（令和４年度末） 

計画期末 

（令和 15 年度末） 

面積 (ha) 

育成単層林 ８１,７７４ ８０,１３８ 

育成複層林 ９１５ ３,２０３ 

天然生林 ７７,３５０ ７６,６９９ 

森林蓄積（m３/ha） ２６４ ２８７ 



 

第３ 森林の整備に関する事項 

１ 森林の立木竹の伐採に関する事項（間伐に関する事項を除く） 

市町村森林整備計画の策定にあたっては、次に掲げる指針を基準として、市町内の気象、地形、 

地質、土壌等の自然的条件、森林資源の構成、森林の有する多面的な機能の発揮に対する社会的

要請、施業制限の状況、木材需要等を勘案し立木の伐採に関する計画事項を定めるものとする。 

 

(1) 立木の伐採（主伐）の標準的な方法に関する指針 

立木竹の伐採のうち主伐については、更新（伐採跡地（伐採により生じた無立木地）が、再

び立木地となること）を伴う伐採であり、その方法については、皆伐又は択伐によるものとす

る。 

立木の伐採（主伐）にあたっては、花粉発生源となるスギ等の人工林の伐採・植替え等を促

進するとともに、森林の有する公益的機能の発揮と森林生産力の維持増進に配慮して行うこと

とし、伐採跡地が連続することがないよう、伐採跡地間には、少なくとも周辺森林の成木の樹

高程度の幅を確保するものとする。 

また、伐採作業に伴う林業機械の走行等に必要な集材路の作設等に当たっては、伐採する区

域の地形や地質等を十分に確認した上で配置の計画や施工等を行い、森林の更新及び森林の土

地の保全への影響を極力抑える。 

さらに、林地の保全、雪崩、落石等の防止、寒風害等の各種被害の防止、風致の維持、及び

渓流周辺や尾根筋等の森林における生物多様性の保全等のため必要がある場合には、人工林・

天然林を問わず所要の保護樹帯を設置することとする。 

また、森林の生物多様性の保全の観点から、施業の実施に当たっては、野生生物の営巣、餌

場、隠れ場として重要な立木の保残に努めることとする。 

伐採後の適確な更新を確保するため、あらかじめ適切な更新方法を計画し、その方法を勘案

して伐採を行うとともに、地拵えや植栽等の造林作業、天然稚樹の生育の支障とならないよう

枝条類を整理する。 

特に、伐採後の更新を天然更新による場合には、天然稚樹の生育状況、母樹の保存、種子の

結実等に配慮することとする。 

なお、立木の伐採（主伐）の標準的な方法は、市町村森林整備計画において立木の伐採（主

伐）を行う際の規範として定めるものとする。 

 

ア 皆伐に関する指針 

皆伐については、主伐のうち択伐以外のものとする。 

自然条件及び公益的機能の確保の必要性を踏まえ、適切な伐採区域の形状、１箇所当たり

の伐採面積の規模及び伐採区域のモザイク的配置に配慮し、適切な更新を図ることとする。 

 

     （ア） 人工林（育成単層林）の場合 

① 皆伐は、１箇所あたりの伐採面積を適当な規模とするとともに、伐採箇所についても

努めて分散を図ることとし、落石等の防止、寒風害等の各種被害の防止及び風致の維持

等のために必要がある場合には保護樹帯を積極的に残すなど、気象害の防止や林地の保

全及び公益的機能の発揮に配慮するものとする。 

② 主伐の時期は、樹種ごとの生産目標に対応する径級に達した時期に行うものとし、公

益的機能のより高度な発揮及び多様な木材需要に対応できるよう、地域の森林構成等を

踏まえ、多様化、長期化を図るよう努めるものとする。 

③ 「兵庫県の森林施業体系（平成７年１月林務課作成）」を参考にした本計画区におけ

る主伐の目安は次のとおりとする。 

 



 

樹 種  

標準的な施業体系 

 

  主伐時期 

  の 目 安 

  （年） 

       

 

 生産目標 

 

仕立て方法 

 

期待径級 

   ( ㎝) 

ス ギ  

 一般建築用材 

 

  中仕立て 

 

  ３０ 
 

    ４０ 

 

一般建築用材 

 

  中仕立て 

 

  ３２ 

 

  ６０ 

ヒノキ  

 一般建築用材 

 

  中仕立て 

 

  ２２  

 

    ４５ 

 

 一般建築用材 

 

  中仕立て 

 

  ２６  

 

    ６０ 

マ ツ  

 一般材等 

 

  中仕立て 

 

  ２０  

 

    ４０ 

 

(イ)  天然林（育成単層林）の場合 

皆伐は植栽が確実に実施されるか、地域の既往の林業施業等から判断して、ぼう芽の発

生や稚樹の生育が確実に見込まれ、天然更新が確実な林分で実施するものとする。 

 

イ 択伐に関する指針 

択伐については、主伐のうち、伐採区域の森林を構成する立木の一部を伐採する方法であ

って、単木・帯状又は樹群を単位として、伐採区域全体ではおおむね均等な割合で行うもの

とする。 

択伐にあたっては、森林の有する多面的機能の維持増進が図られる適正な林分構造となる

よう、適切な伐採率により一定の立木材積を維持するものとする。 

 

(ア)  人工林（育成複層林施業）の場合 

① 単木択伐による場合は、森林生産力の増進が図られる適正な林分構造に誘導するよ

う適切な伐採率、繰り返し期間により行うものとする。 

② 群状択伐、帯状択伐による場合は、適切な伐採区域の形状、伐採面積の規模、伐採

箇所の分散等に配慮して行うものとする。 

③ 林地生産力が低い森林や、山地災害等の危険の高い森林では、強度の間伐で下層植

生の生育に適した相対照度とし、複層林施業の導入を図るものとする。 

 

(イ)  天然林（育成複層林施業）の場合 

人為と天然力の適切な組み合わせにより、複数の樹冠層を構成する森林に確実に誘導 

する観点から、気候、地形、土壌等の自然条件を踏まえ、森林を構成している樹種、林

分構造等を勘案し、稚樹や母樹の保存、優良なぼう芽を発生させることに配慮し、伐採

を行うものとする。 

 

(2) 立木の標準伐期齢に関する指針 

標準伐期齢は、主要樹種ごとに下表に示す林齢を基礎として、平均成長量が最大となる林

齢を基準に森林の有する公益的機能や平均伐採齢、森林の構成を勘案して、立木の伐採（主

伐）の時期に関する指標として市町村森林整備計画で定めるものとする。ただし、標準伐期



 

齢に達した時点での森林の伐採を義務付けるものではない。 

地   区 

      樹種別の標準伐期齢の基礎となる年齢（年） 

 ス ギ   ヒノキ   マ ツ  その他針葉樹 広 葉 樹 

加古川森林計画区    ３５    ４０    ４０     ４５    １５ 

 

２ 造林に関する事項 

 (1) 人工造林に関する指針 

人工造林については、植栽によらなければ適確な更新が困難な森林や多面的機能の発揮の必

要性から植栽を行うことが適当である森林において行うこととする。人工造林に関することに

ついては、市町村森林整備計画において人工造林を行う際の規範として定めるものとする。 

 

ア 人工造林の対象樹種に関する指針 

市町村森林整備計画における植栽樹種の選定にあたっては、第１に土壌、地質及び周囲の

自然環境に適応し、諸害に耐えて健全に育成するよう適地適木を基本に、第２には従来から

の活着や成長の状況を勘案し、良好な生育が見込まれるものとし、さらに、地域における造

林種苗の需給動向及び木材の利用状況等も勘案し、広葉樹や郷土樹種を含む幅広い樹種を定

めるものとする。 

なお、人工造林においては、花粉発生源対策の加速化を図るため、花粉の少ない品種又は

広葉樹への転換に努めるものとする。 

また、風致の維持や生物多様性の確保のために標準以外の樹種を植栽する場合にあっては、

その地域を市町村森林整備計画においてこれを定める。 

 

イ 人工造林の標準的な方法に関する指針 

      (ア)  人工造林の植栽本数の指針について 

植栽本数は、主要樹種について、「兵庫県の森林施業体系」にある下表の植栽本数を基

礎として、既往の植栽本数を勘案し、市町村森林整備計画において定めるものとする。 

また、コンテナ苗を活用した低密度植栽や伐採と造林の一貫作業システムの導入に努め

ることとする。 

樹  種 仕立て方法 植栽本数（本／ｈａ） 

ス   ギ 中 仕 立 て ３，５００ 

ヒ ノ キ 中 仕 立 て ３，５００ 

マ   ツ 中 仕 立 て ４，０００ 

 

(イ)  人工林（育成単層林）の場合 

① 植栽時期は、早春と晩秋の２期に分けられる。気候、苗木の生理的条件、労務関係等

を考慮して決定する。 

② 植付け方法は、植付けた苗木が活着し健全な成長を行うため、優良な苗木を選び、て

いねいに植付ける。 

なお、造林用苗木には、県優良種苗需給調整要綱に基づいて生産流通する苗木を用い



 

るものとする。 

③ 緩傾斜地に位置し、林地生産力が高い用材生産の適地では、針葉樹等による再造林を

行うこととし、用材生産に適さない森林や急傾斜地では、広葉樹の植栽による広葉樹林

化を図るなどモザイク的な配置とする。 

④ 用材生産を目的としない環境林等の場合は、現地の状況等に応じた植栽本数とする。 

⑤ 木材生産機能の発揮が期待され、将来にわたり維持する場合は、主伐後の確実な植栽

及び保育等を推進することとする。 

 

(ウ) 人工林（育成複層林施業）の場合 

景観の保全等の社会的ニーズや、山地災害等の危険の高い森林では、天然力等を活用し

た広葉樹の導入による針広混交林化を図ることにより、複層林に誘導する。 

 

(エ) 天然林（育成単層林施業、育成複層林施業）の場合 

植え込み本数は、天然稚樹等の有無及びその配置等を勘案して決定し、植栽木とともに

生育が期待できる有用天然性稚幼樹については、努めて保残する。 

 

ウ 伐採跡地の人工造林をすべき期間に関する指針 

森林の有する公益的機能の維持及び早期回復並びに森林資源の造成のため、伐採跡地の人

工造林をすべき期間は、伐採が終了した日を含む年度の翌年度の初日から起算して、皆伐の

場合は２年、択伐の場合は５年とする。なお、伐採跡地の人工造林をすべき期間は、市町村

森林整備計画において人工造林を行う際の規範として定めるものとする。 

 

(2) 天然更新に関する指針 

天然更新については、前生稚樹の生育状況、母樹の存在等の対象森林の現況はもとより、気

候、地形、土壌等の自然条件、林業技術体系等からみて、主として天然力を活用することによ

り適確な更新が図られる森林において行うこととする。天然更新に関する指針については、市

町村森林整備計画において天然更新を行う際の規範として定めるものとする。 

 

ア 天然更新の対象樹種に関する指針 

後継樹として更新の対象とする高木性の樹種を次のとおり定める。 

 スギ、ヒノキ、アカマツ、クロマツ、クリ・ナラ類、シイ・カシ類、ブナ、ホオノキ、ケ

ヤキ、ミズメ、ヌルデ、シロダモ、リョウブ、ヤマウルシ、ヤマハゼ、ネズミモチ、ヤブニ

ッケイ、ヤブツバキ、タブノキ、クスノキ、ヤマザクラ、ヤマモモ等、その他県内に自生し

ている高木性の樹種を対象とする。 

また、ぼう芽による更新が可能な樹種は、上記のうちスギ、ヒノキ、アカマツ、クロマツ

を除いたものとする。 

 

イ 天然更新の標準的な方法に関する指針 

天然下種更新による場合には、それぞれの森林の状況に応じて、地表処理、刈り出し、植

え込み等の天然更新補助作業を行うこととする。 

①  地表処理については、ササや粗腐植の堆積等により天然下種更新が阻害されている箇所

において、かき起こし、枝条整理等の作業を行うこととする。 

② 刈り出しについては、ササなどの下層植生により天然稚樹の生育が阻害されている箇所

について行うこととする。 

③ 植え込みについては、天然稚樹等の生育状況等を勘案し、天然更新の不十分な箇所に必

要な本数を植栽することとする。 

④ ぼう芽更新による場合には、ぼう芽の発生状況等を考慮し、必要に応じ、芽かき又は植

え込みを行うこととする。 



 

⑤ 天然更新すべき立木の本数は3,000本／haとし、これは、期待成立本数10,000本／haに10

分の３（立木度）を乗じたものとする。天然更新をすべき期間における、更新樹種の成立

本数が3,000本／haに満たない場合には、速やかな更新を図る観点から、天然更新補助作業

又は植栽により更新を行うものとする。また、更新樹種の確実な成立のために、更新樹種

の生存、成長を阻害する競合植物（ササ、低木、シダ類、キイチゴ類、高茎草本等）など

周辺の植生の草丈に一定程度の余裕高を加えた樹高以上のものを成立本数の対象とする。

なお、天然更新の標準的な方法は、市町村森林整備計画において天然更新を行う際の規範

として定めるものとする。 

 

ウ 伐採跡地の天然更新をすべき期間に関する指針 

伐採跡地の天然更新をすべき期間は、伐採が終了した日を含む年度の翌年度の初日から起

算して伐採後５年以内とする。ただし、自然条件、周辺環境等によっては、森林の有する公

益的機能の維持を発揮するため、早期回復を図ることとする。 

 

(3) 植栽によらなければ適確な更新が困難な森林に関する指針 

ぼう芽更新に適した立木や天然下種更新に必要な母樹の賦存状況、天然更新に必要な稚幼樹

の生育状況、林床や地表の状況、病虫害及び鳥獣害の発生状況、当該森林及び近隣の森林にお

ける主伐箇所の天然更新の状況等を勘案して、天然更新が期待できない森林について、植栽に

よらなければ適確な更新が困難な森林の基準は、市町村森林整備計画において定められること

とする。 

また、更新に当たっては、花粉の少ない森林への転換を図るため、花粉の少ない苗木の植栽、

針広混交林への誘導に努めることとする。 

 

(4) その他必要な事項 

シカの食害など野生動物による被害が想定される箇所については、野生動物防護柵を設置す

るなど適切な獣害対策を行うことにより、確実な更新が図られるようにするものとする。また、

対策によっても適切な更新が困難であると想定される森林は、皆伐を避け択伐等を行うことに

より森林の公益的機能が維持されるよう努めることとする。 

 

３ 間伐及び保育に関する基本的事項 

市町村森林整備計画の策定に当たっては、次に掲げる指針を基準として市町内の気象、地質、

土壌等の自然条件、森林資源の構成、森林の有する諸機能の発揮に対する社会的要請、間伐、保

育の実施状況等を勘案し、森林の質的向上と健全性の維持が図られるよう、森林の状況に応じて

適時適切な間伐・保育の方法を定めるものとする。なお、間伐・保育の標準的な方法は、以下各

事項を指針とするほか「兵庫県の森林施業体系」を参考とするものとする。 

 

(1) 間伐を実施すべき標準的な林齢及び間伐の標準的な方法に関する指針 

間伐にあたっては、森林資源の質的向上を図るとともに、適度な下層植生を有する適正な林

分構造が維持されるよう、適切な伐採率により繰り返し行うこととする。特に、高齢級の間伐

にあたっては、立木の成長力に留意することとする。 

また、施業の省力化・効率化の観点から、列状間伐の導入に努めるものとする。 

森林の立木の生育の促進並びに林分の健全化及び利用価値の向上を図るため、下表に示す内

容を基礎とし、既往における間伐の方法を勘案して、林木の競合状態等に応じた標準的な間伐

の開始時期、繰り返し期間、間伐率、間伐木の選定方法その他必要な事項の目安を定めるもの

とする。 

なお、間伐は、材積に係る伐採率が３５％以下であり、かつ、伐採年度の翌年度の初日から

起算しておおむね５年後においてその森林の樹冠疎密度が１０分の８以上に回復することが

確実であると認められる範囲内で行うものとし、その標準的な方法は、市町村森林整備計画に



 

おいて立木の伐採（間伐）を行う際の規範として定めるものとする。 

 

樹 種 

施業体系 間伐時期（年） 間伐の方法 

生 産 

目 標 

 

植栽本数 

（ha当たり） 

初 

 

回 

２ 

回 

目 

３ 

回 

目 

４ 

回 

目 

材積間伐率 

 

選木基準 

 

ス ギ 

 

中径材 

    

伐期  

 40年 

3,500 本 

中仕立て 

15 20 25 30 おおむね２０

～３０％ 

 間伐率は枯損や除伐で 

2,900本（40年生伐期）、

2,600本（60年生伐期）成立

状態から間伐を開始するも

のと仮定し算出した。 

初回は形質不良木から順

に選木することとするが、

不良木のみでなく満遍なく

間伐を行うものとする。 

  ２回目以降は、主伐時 

まで残存すべき優れた形 

質の木を選択し、それ以 

外の木を適正な間隔をお 

いて選木する。     

中径材 

    

伐期  

 60年 

3,500 本 

中仕立て 

18 25 31 40 

ヒノキ 

   

柱  材 

    

伐期  

 45年 

    

    

3,500 本 

中仕立て 

   

22 30 

  

37 － おおむね２０

～３０％ 

 間伐率は枯損や除伐で 

2,400本成立状態から間伐 

を開始するものと仮定し 

算出した。初回は形質不 

良木から順に選木するこ 

ととするが、不良木のみ 

でなく満遍なく間伐を行 

うものとする。 

  ２回目以降は、主伐時 

まで残存すべき優れた形 

質の木を選択し、それ以 

外の木を適正な間隔をお 

いて選木する。     

中径材 

    

伐期  

 60年 

    

3,500 本 

中仕立て 

22 30 37 45 

（注） 時期（林齢）及び間伐率は、地位や生産目標が異なることにより植栽本数が上記以外の  

場合もあるので、地位の良否、植栽本数の多少に応じて、調整すること。 

 



 

(2) 保育の標準的な方法に関する指針 

森林の立木の生育の促進並びに林分の健全化及び利用価値の向上を図るため、下表に示す内

容を基礎とし、既往における保育の方法を勘案して、標準的な保育の時期、回数、作業方法そ

の他必要な事項の目安を定めるものとする。 

なお、市町内の保育が適切に実施されていない森林であって、これを早急に実施する必要の

あるものについては、実施すべき保育の方法及び時期について、標準的な方法とは別に定め、

積極的に整備推進を図るものとする。 

 

 

 

下　　刈 ⑧ 非積雪地

スギ 下刈５～８回（この間につる切り１～２回） 育成単層林

つる切り 中径材生産

伐期　40年・60年

3,500本 間伐　伐期40年は

植え 除　　伐 　15～30年、伐期60年は

　18～40年に4回

枝 打 ち ⑧

３回（伐期40年は打ち上げ４ｍ）

３回（伐期60年は打ち上げ4.5ｍ) 地位  2

下　　刈 非積雪地

ヒノキ 下刈５～10回 育成単層林

つる切り 柱材・中径材生産

伐期　45年・60年

3,500本 間伐　22～37年に3回

植え 除　　伐 　伐期60年は45年で

２回 　第4回目の間伐を実施

枝 打 ち

４回（打ち上げ６ｍ）

地位　1

樹　種
保育の
種　類

備　　　考

① ⑩

⑯

実　施　林　齢　・　回　数

林齢 2015

⑧ ⑬

①

1 5 10

伐期60年は２回

⑮

⑱

伐期40年は8年生で１回

⑩ ⑮

⑨

最大積雪深　　30cm未満

傾斜度　　35度未満

海抜　　700未満

最大積雪深　　30cm未満

傾斜度　　35度未満

海抜　500未満(伐期40年)

　　　600未満(伐期60年)



 

(3) その他必要な事項 

ア 人工林（育成単層林施業）の場合 

① 下刈りについては、目的樹種の成長を阻害する草本植物等を除去し、目的樹種の健全な

育成を図るために行うものとする。下刈りにあたっては、作業の省力化・効率化に留意し

つつ、局地的気象条件、植生の繁茂状況等に応じた適切な時期及び作業方法により行うこ

ととし、その実施時期については、目的樹種の生育状況、植生の種類及び植生高により判

断する。 

② 除伐については、下刈りの終了後、林冠がうっ閉する前の森林において、目的樹種の成

長を阻害する樹木等を除去し、目的樹種の健全な成長を図るために行うものとする。除伐

に当たっては、森林の状況に応じて適時適切に行うこととし、目的外樹種であっても、そ

の生育状況や将来の利用価値を勘案し、有用なものは保残し育成する。 

③ 間伐は、林冠がうっ閉して林木相互の競争が生じ始めた時期を開始時期とし、適正な林

分構成が維持されるよう適切な伐採率及び適切な繰り返し期間により行う。 

また、積雪地については、雪害防止の観点から形状比に考慮するなど特に留意する。 

④ 雪起こし等、耐雪のための施業が必要な場合は、状況に応じ適切な時期に行う。 

⑤ 枝打ちは、林内照度を上昇させ下層植生の生育を促すとともに、材質向上も図られるこ

とから生産目標に応じて適時適切に行う。 

 

イ 人工林（育成複層林施業）の場合 

① 除伐、間伐及び枝打ちは、上層木や下層木の成長を考慮し、適正な林分構造が維持され

るよう育成単層林施業に準じて適時適切に行う。 

② 下刈りについては、植生の繁茂状況に応じて、育成単層林施業に準じて適切な時期及び

作業方法により行う。 



 

≪参考≫ 早生樹の活用について 

成長が早く早期樹林化が期待できる早生樹について、県において調査を実施し、活用に向

けた基礎的な情報が確認できた樹種について以下に示す。 

早生樹の活用にあたっても、２のア「人工造林の対象樹種に関する指針」に沿って森林の

公益的機能や適地適木に配慮すること。 

 

１ コウヨウザン 

(1) 人工造林の標準的な方法に関する指針 

仕立て方法 ： 疎仕立て 

植栽本数  ： 1,500本/ha 

 

(2) 間伐を実施すべき標準的な林齢及び間伐の標準的な方法に関する指針 

施業体系 間伐時期（年） 間伐の方法 

生 産 

目 標 

植栽本数 

（ha当たり） 

初 回 材積間伐率 選木基準 

中径材 

    

伐期  

 30年 

1,500 本 

疎仕立て 

25 おおむね 

２０～３０％ 

 間伐率は枯損や除伐で

1,300本成立状態から間伐を

開始するものと仮定し算出し

た。 

形質不良木を主体に、残存

木の配置が均等になるように

選木するものとする。 

 

(3)  保育の標準的な方法に関する指針 

保育の種類 
実施林齢 

備考 
初回 ２回目 ３回目 

下刈 ２ ３ （５） 
３回目は被圧状況等を勘案

し実施を検討する 

       参考：主伐・再造林低コスト普及モデル（令和６年３月 林務課） 

 

(4)  その他留意事項 

          標高の高い積雪地では寒害による枯損や成長不良のリスクに留意すること。 

 

 

 

 

 



４ 公益的機能別施業森林等の整備に関する事項 

市町村森林整備計画の策定にあたっては、次にあげる指針を基準として、公益的機能別施業

森林等の区域及び当該区域内における施業の方法を定めるものとする。 

 

(1) 公益的機能別施業森林の区域の基準及び当該区域内における施業の方法に関する指針 

ア 区域の設定の基準 

森林の有する公益的機能の別に応じて当該公益的機能の維持増進を図るための森林施

業を推進すべき森林の区域は、森林の整備及び保全の目標を踏まえつつ、森林整備及び保

全の基本方針に基づき、これらの公益的機能の維持増進を図るための森林施業を積極的か

つ計画的に実施することが必要かつ適切と見込まれる森林の区域について設定する。 

具体的には、保安林など法令に基づき森林施業に制限を受ける森林の所在、森林の立地

条件、森林の機能の評価区分（「森林の機能別調査実施要領の制定について」（昭和 52 年

1 月 18 日付け 52 林野計第 532 号林野庁長官通知）に基づく評価区分をいう。）等を参考

とし、区域を設定することとする。この際、区域内において機能が重複する場合には、そ

れぞれの機能の発揮に支障がないように設定する。 

以下、区域の設定にあたっての指針を示す。 

 

(ア) 水源の涵
かん

養の機能の維持増進を図るための森林施業を推進すべき森林 

・ 森林の機能の評価区分：水源涵
かん

養機能が H 

・ 法指定等：保安林（水源涵
かん

養、干害防備） 

・ 森林の位置等：上水道水源の集水域等 

等の分布状況を踏まえ、林班単位等で面的に設定する。 

 

(イ) 土地に関する災害の防止及び土壌の保全の機能の維持増進を図るための森林施業を

推進すべき森林 

・ 森林の機能の評価区分：山地災害防止機能が H 

・ 法指定等：保安林（土砂流出、土砂崩壊、なだれ、落石）、山地災害危険地区 

・ 森林の位置等：人家等の隣接地 

等の分布状況を踏まえ、土砂流出防止に係るものは林班単位等で面的に設定し、土砂崩

壊に係るものは特定の区域で設定（林班にとらわれなくても可）する。 

 

(ウ) 快適な環境の形成の機能の維持増進を図るための森林施業を推進すべき森林 

・ 森林の機能の評価区分：生活環境保全機能が H 

・ 法指定等：保安林（飛砂、潮害、風害、雪害、霧害） 

・ 森林の位置等：集落や農地の周縁部 

等の分布状況を踏まえ、特定の区域で設定（林班にとらわれなくても可）する。 

 

(エ) 保健文化機能の維持増進を図るための森林施業を推進すべき森林 

・ 森林の機能の評価区分：保健文化機能が H 

・ 法指定等：保安林（保健、風致） 

・ 森林の位置等：森林公園・史跡等の周辺、希少動植物の生息地等の分布状況を踏まえ、



特定の区域で設定（林班にとらわれなくても可）する。 

 

イ 施業の方法に関する指針 

(ア) 水源の涵
かん

養の機能の維持増進を図るための森林施業を推進すべき森林 

伐期の延長とともに、皆伐によるものについては伐採面積の規模の縮小を行うこと。 

 

(イ) 土地に関する災害の防止及び土壌の保全の機能、快適な環境の形成の機能又は保健文

化機能の維持増進を図るための森林施業を推進すべき森林 

特にこれらの公益的機能の発揮を図る森林については択伐による複層林施業を行う

こと、それ以外の森林については複層林施業を行うこととする。また、適切な伐区の形

状・配置等により伐採後の林分においても機能の確保ができる場合には、長伐期施業（標

準伐期齢のおおむね２倍に相当する林齢以上の林齢において主伐を行う森林施業）を行

うことも可能であり、そのうち皆伐によるものについては伐採に伴って発生する裸地の

縮小及び分散を図ること。 

 

(ウ) 特定広葉樹育成施業を推進すべき森林の基準 

保健文化機能の維持増進を図るための森林施業を推進すべき森林のうち、森林の構成

及び配置の状況、地域住民の意向等から見て、風致の優れた森林の維持又は造成のため

に特定の樹種の広葉樹を育成することが適切な森林について林班・小班により定めるも

のとする。 

 

(2)  木材等生産機能の維持増進を図る森林区域の基準及び当該区域内における森林施業の方

法に関する指針 

ア 区域の設定の基準 

林木の生育が良好な森林で地形、地理等から効率的な森林施業が可能な森林の区域につ

いて、森林の機能の評価区分（木材生産機能が H）等を参考に森林の一体性も踏まえつつ、

木材等生産機能の維持増進を図る森林の区域を設定する。 

このうち、林地生産力や傾斜等の自然的条件、林道等や集落からの距離等の社会的条件

等を勘案し、森林の一体性も踏まえつつ、特に効率的な森林施業が可能な森林の区域につ

いて特定する。 

この際、区域内において(1)の機能と重複する場合には、それぞれの機能の発揮に支障

がないように設定する。 

 

イ 森林施業の方法に関する指針 

森林施業の方法として、生産目標に応じた伐採の方法等を定めるとともに、適切な造林、

保育及び間伐等の実施、森林施業の集約化等を通じた効率的な森林整備を推進する。 

 

(3)  その他必要な事項 

公益的機能別施業森林及び木材の生産機能の維持増進を図るための森林施業を推進すべ

き森林の区域は、重複を認めるものとし、公益的機能の発揮に支障が生じないよう、施業方

法を定めることとする。また、設定に当たっては、自然的社会的経済的諸条件を総合的に勘



案して、森林所有者が受認し得る範囲内で定めなければならない。 

木材の生産機能の維持増進を図るための森林施業を推進すべき森林の区域については、森

林の公益的機能の発揮に留意しつつ、路網整備、森林施業の集約化・機械化等を通じた効率

的な森林整備を推進することとし、地域における森林資源の保続に配慮した上で多様な木材

需要に応じた持続的・安定的な木材等の生産が可能となる資源構成となるよう計画的な主伐

と植栽による確実な更新に努め、特に効率的な森林施業が可能な森林の区域のうち人工林に

おいては、原則として植栽による更新を行うこととする。 



５ 林道等の開設その他林産物の搬出に関する事項  

(1) 林道等の開設及び改良に関する基本的な考え方 

林道（林業専用道を含む。以下同じ。）は、適正な森林の整備による公益的機能の高

度発揮、効率的かつ安定的な林業経営の確立のほか、森林の総合的利用、山村地域の生

活環境の整備、地域産業の振興等にとって重要な役割を果たしているため、林道と森林

作業道を適切に組み合わせた路網整備を進める。 

また、自然条件や社会的条件が良く、将来にわたり育成単層林として維持する森林を

主体に効率的な森林施業や木材の大量輸送等への対応の視点を踏まえて推進する。特に、

林道の開設に当たっては、災害の激甚化や走行車両の大型化、未利用材の収集運搬の効

率化に対応し、河川沿いを避けた尾根寄りの線形選択、余裕のある幅員や土場等の適切

な設置、排水施設の適切な設置等を推進する。また、既設林道の改築・改良に当たって

は、走行車両の大型化等に対応できるよう、曲線部の拡幅や排水施設の機能強化など質

的な向上を図ることとする。 

 

   基幹路網の現状 

区分 路線数 延長（km） 

林道 347 508 

 

(2) 効率的な森林施業を推進するための路網密度の水準及び作業システムの基

本的な考え方 

傾斜区分に応じた路網整備水準を目標とし、路網と高性能林業機械を組み合わ

せた低コストで効率的な作業システムを導入する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注１： 「架線系作業システム」とは、林内に架設したワイヤーロープに取り付けた搬

器等を移動させて木材を吊り上げて集積するシステムをいう。タワーヤーダ等

を活用する。 

２： 「車両系作業システム」とは、林内にワイヤーロープを架設せず、車両系の林

業機械により林内の路網を移動しながら木材を集積、運搬するシステムをいう。

フォワーダ等を活用する。 

３： 「急傾斜地」の< >書きは、広葉樹の導入による針広混交林化など育成複層林

へ誘導する森林における路網密度である。 

 

(3) 路網整備と併せて効率的な森林施業を推進する区域（路網整備等推進区域）

の基本的考え方 

傾斜が急峻な箇所や脆弱な地質、土壌である箇所を除き、かつ森林の機能別調査に

おいて「木材等生産機能」が「Ｌ」以外の森林について、路網の整備と森林施業の集

約化により低コストな森林施業を推進する区域を設定するものとする。 

 

(4) 路網の規格・構造についての基本的な考え方 

適切な規格・構造の路網の整備を図る観点等から、路網整備にあたっては、林道規

程（昭和48年4月1日付け48林野道第107号林野庁長官通知）〔最終改正平成23年3月31

区分 作業システム 路網密度 

緩傾斜地（0°～15°） 車両系作業システム 110m/ha以上 

中緩傾斜地（15°～30°） 車両系作業システム ８５m/ha以上 

架線系作業システム ２５m/ha以上 

急傾斜地（30°～35°） 車両系作業システム ６０〈５０〉m/ha以上 

架線系作業システム ２０〈15〉m/ha以上 

急峻地（35°～ ） 架線系作業システム ５m/ha以上 



日22林整整第813号〕、林業専用道作設指針（平成22年9月24日22林整整第602号林野庁

長官通知)及び森林作業道作設指針（平成22年11月17日付け林整整第656号林野庁長官

通知）を基本として都道府県が定める林業専用道作設指針、森林作業道作設指針によ

り開設する。 

 

(5) 林産物の搬出方法等 

      ア 林産物の搬出方法 

伐採・搬出に当たっては、地形等の条件に応じて路網と架線を適切に組み合わせ

る。 

特に、急傾斜地その他の地形、地質、土質等の条件が悪く土砂の流出又は林地の

崩壊を引き起こすおそれがあり、林地の更新又は土地の保全に支障を生じる場所に

おいて搬出する場合には、地表を極力損傷しないよう、集材路の作設を避け、架線

集材によることとする。やむを得ず集材路又は架線集材のための土場の作設が必要

な場合には、法面を丸太組みで支える等の十分な対策を講じることとする。 

 

     イ 更新を確保するため林産物の搬出方法を特定する森林の所在及びその搬出方法 

       該当なし。 

 



  

６ 委託を受けて行う森林の施業又は経営の実施、森林施業の共同化その他森林施業の合理

化に関する事項 

 

森林整備を推進するため、森林施業の共同化、林業の担い手の育成、林業機械化の推進、国

産材の流通・加工体制の整備等を有機的関連のもとに計画的、総合的に推進し、林業の振興及

び資源循環型林業の確立を図る。 

 

(1)  森林の経営の受委託等による森林の経営規模の拡大に関する方針及び森林施業の共同化

に関する方針 

ア 森林組合等による森林施業の受託の促進 

① 森林経営計画制度を活用し、森林経営の森林組合等への委託を促進して、森林施業の

集約化を図るものとする。 

② 不在村森林所有者が多い地域にあっては、当該所有者に対する普及啓発活動を強化し、

適正な森林施業の確保による森林の整備に努めるものとする。 

③ 森林所有者に対して施業の具体的な内容や収支見込み等を示す「森林施業プランナー」

の育成を図り、提案型による集約化施業の推進を図る。 

④ 集約化施業に取り組む者に対して航空レーザ測量等により整備した森林資源情報の提

供及び公開を促進し集約化を図る。 

⑤ 森林の経営管理（自然的経済的社会的諸条件に応じた適切な経営又は管理を持続的に

行うことをいう。以下同じ。）を森林所有者自らが実行できない場合には、市町が経営

管理の委託を受け、林業経営に適した森林については意欲と能力のある林業経営者に再

委託するとともに、再委託できない森林及び再委託に至るまでの間の森林については市

町が自ら経営管理を実施する森林経営管理制度を活用する。 

 

イ 地域の合意形成の促進等 

路網の整備状況等からみて、一体的かつ効率的に整備することが適当である区域におい

て、森林施業を共同して行うため、市町は市町村森林整備計画に基づき、森林所有者間の

施業実施協定の締結を促進するものとし、森林組合は協定に基づく施業の実施に努めるも

のとする。 

 

ウ 森林施業共同化の指導体制の強化 

農林（水産）振興事務所、市町、森林組合等、地域に密着した機関による森林所有者へ

の指導活動を強化するものとする。 

 

(2)  林業に従事する者の養成及び確保に関する方針 

ア 林業事業体の体質強化 

① 森林組合等林業事業体については、提案型施業の強化等により安定的な事業量の確保

に努めるとともに、経営の多角化、広域合併、協業化等により、組織・経営基盤の強化

を推進するものとする。 

② 施業の集約化を推進するため、施業内容やコスト等を明示する提案型施業の実務を担

う森林施業プランナーの育成や能力向上に努めるものとする。 

  

イ 林業従事者の養成及び確保 

① 事業量の確保による雇用の長期化、安定化を図るとともに、月給制の導入や社会保障

制度への加入促進、林業機械化の推進等による就労条件の改善を図り、新規参入者の確



  

保に努めるものとする。 

特に、「森林大学校」や「緑の雇用」を通じた新規就業者の育成・確保や、フォレス

トワーカー等の認定によるキャリア形成支援に取り組むとともに、林業労働者の確保の

促進に関する法律に基づく「林業労働力確保支援センター」を中心として、林業事業体

における経営の合理化と雇用管理の改善を促進するための措置や、林業への就業を促進

するための措置を実施していく。また、地域の実態に応じた林業への新規参入・起業な

ど林業従事者の裾野の拡大、女性等の活躍・定着、外国人材の適正な受入れ等に取り組

む。 

加えて、各事業体の安全管理体制の強化による労働安全衛生の向上に努めるものとす

る。 

② 林業技術者に対する研修等の実施により、多様な条件に対応できる高度な技術・技能

を有する人材の養成に努めるものとする。 

 

ウ 林業後継者の育成 

① 林家の子弟等が林業への関心を持ち、林業への新規就業が可能な環境を整備するとと

もに、指導林家・青年林業士・林研グループ等、地域リーダーの活動を支援し、次代を

担う林業後継者を育成するものとする。 

② 林業後継者が持続可能な林業経営を確立できるよう、地域の特性に応じた経営手法・

生産性の向上など、幅広い技術の普及指導に努めるものとする。 

 

(3) 作業システム高度化に資する林業機械の導入の促進に関する方針 

ア 高性能林業機械の導入の促進 

①  間伐等の森林整備に伴う伐出作業の生産性の向上及び労働強度の軽減を図るため、路

網と林業機械を組み合わせた作業システムを導入し、低コストで高効率、かつ安全な作

業を推進する。 

その際、ICTの活用により、木材の生産管理等の効率化に努める。 

② 林業機械の導入は、地形、路網密度、対象林分などの作業条件や作業人員、年間事業

量などの事業体の条件に適したものとする。 

 

イ 高性能林業機械作業システムの目標 

地形や路網密度に応じた代表的な作業システムと労働生産性の目標は次のとおりとする。 

なお、地形等の条件から高性能林業機械の適用が困難な作業地については、従来の作業

システムを改良し、労働生産性の向上に努めるものとする。 



  

 

作業システム 
地形 

傾斜 
路 網 システムの工程 

労働生産性 

（㎥/人日） 

ハ ー ベ ス タ 系

（緩傾斜） 
車両型 緩傾斜 

高密 

路網 

（伐倒・造材） → （集搬・巻立て） 

ハーベスタ    フォワーダ（＋グラップル）  
８～１２ 

グラップル（ウ

インチ付）系 
車両型 

緩～急

傾斜 

高密 

路網 

（伐倒）→（木寄集材）→（造材）→（積込み）→（集搬）→（巻立て） 

ﾁｪｰﾝｿｰ ｳｲﾝﾁ付ｸﾞﾗｯﾌﾟﾙ ﾌﾟﾛｾｯｻ  ｸﾞﾗｯﾌﾟﾙ  ﾌｫﾜｰﾀﾞ  ｸﾞﾗｯﾌﾟﾙ 

７～１４ 

（※１） 

ｽｰﾊﾟｰﾛﾝｸﾞﾘｰﾁｸﾞ

ﾗｯﾌﾟﾙ系 
車両型 

中～急

傾斜 

普通 

路網 

（伐倒）→（木寄集材）→（造材）→（積込み・集搬・巻立て） 

ﾁｪｰﾝｿｰ ｽｰﾊﾟｰﾛﾝｸﾞﾘｰﾁｸﾞﾗｯﾌﾟﾙ ﾌﾟﾛｾｯｻ   ﾌｫﾜｰﾀﾞ 

７～１５ 

（※２） 

スイングヤーダ

系 
架線型 

中～急

傾斜 

普通 

路網 

（伐倒）→（木寄集材）→（造材・積込み）→（集搬・巻立て） 

ﾁｪｰﾝｿｰ  ｽｲﾝｸﾞﾔｰﾀﾞ   ﾌﾟﾛｾｯｻ      ﾌｫﾜｰﾀﾞ 

４．５～８ 

（※３） 

代表的な作業システムと労働生産性 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：「路網と高性能林業機械を組み合わせた低コスト作業システム導入マニュアル」（日本森林技

術協会） 

（※１）労働生産性（㎥/人日）は、使用機械や作業条件などにより異なる。（小型（７ｔｸﾗｽ）：７

～９、中型（12tｸﾗｽ）：9～12、大型（20tｸﾗｽ）：12～14） 

（※２）労働生産性（㎥/人日）は、伐採方法により異なる。（列状間伐：10～15、点状間伐：7～12） 

（※３）労働生産性（㎥/人日）は、地形傾斜（度）により異なる。（緩傾斜（20未満）：8.0、中傾

斜（21～30）：6.0、急傾斜（31～35）：4.5 ） 

 

(4) 林産物の利用促進のための施設の整備に関する方針 

ア 生産・流通・加工を通じた関係者の合意形成 

民有林と国有林との連絡を密に行い、また、川上から川中、川下まで一体となった合理

的な木材の生産･流通･加工システムの確立を図るため、地域材の利用促進のための取り組

みを行っていくものとする。 

 

イ 木材流通の合理化 

流域を単位とした計画的な木材生産と素材の安定的な出荷を推進するとともに、流域内

における木材市場等を地域材の集荷拠点と位置付け、素材生産業者、製材業者等との連携

により需要者の要望に適合した素材の選別と集荷量の拡大に努める。 

また、実需者が求める品質やロット、価格に対応する製品の供給力を高めるため、県内

製材工場に対し、品質・性能を保証するJAS製材品の認証取得や、大径材が製材できる設

備等の導入等を促進する必要がある。 

さらに、兵庫県県産木材の利用促進に関する条例の基本理念を踏まえ、建築用と燃料用

の２本柱により県産木材を余すところなく活用するため、建築用材に加えて梱包材、仮設

資材等の非建築材及び林地残材等の利活用を合わせて推進し、安定的かつ効率的な原木の

安定供給体制の構築を図る必要がある。 

 

ウ 合法伐採木材等の流通と利用 

県内の市場で最初に木材の譲受け等をする木材関連事業者の取り扱う全ての木材が合

法性確認木材となるよう、令和５年に改正された合法伐採木材等の流通及び利用の促進に

関する法律（平成28年法律第48号）に基づき、木材関連事業者による合法性の確認等の実

施及び合法性確認木材等の取扱数量の増加等の取組を着実に進める。 

 



 

第４ 森林の保全に関する事項 

１ 森林の土地の保全に関する事項 

(1) 土地の形質の変更に当たって留意すべき事項 

森林の土地の保全については、林地開発許可制度を厳正に運用する。 

土石の採取、盛土等土地の形質の変更に当たっては、森林の土地の保全に十分留意するとと

もに、当該地の地形、地質等の自然条件、土地利用及び森林の現況並びに土地の形質変更の目

的及び内容を総合的に勘案し、実施区域の選定を行い、景観の保全にも十分配慮する。 

また、土砂の流出や崩壊、水害等の災害の発生をもたらし、又は地域における水源の確保、

環境の保全に支障を来すことがないよう、その態様等に応じ、法面保護、土留工等の防災施設

及び貯水池等の設置、環境の保全等のための森林の適正な配置等の措置を講ずる。 

太陽光発電設備を設置する場合には、小規模な林地開発でも土砂流出の発生割合が高いこと、

太陽光パネルによる地表面の被覆により雨水の浸透能や景観へ及ぼす影響が大きいこと等の特

殊性を踏まえ、許可が必要とされる面積規模の引き下げや適切な防災施設の設置、森林の適正

な配置など改正された開発行為の許可基準の適正な運用を行う。 

なお、森林の土地の形質の変更後に、森林以外の明確な土地利用がなされない場合は、可能

な範囲で森林に復元し、森林の保続培養と森林生産力の増進を図る。 

さらに、林地開発許可行為に伴う地域紛争の未然防止等を図るため、地域住民の理解を得る

ための取組の実施等に配慮する。 

加えて、盛土等に伴う災害を防止するため、宅地造成及び特定盛土等規制法（昭和36年法律

第191号）に基づき、知事等が指定する規制区域の森林の土地においては、谷部等の集水性の高

い場所における盛土等は極力避けるとともに、盛土等の工事を行う際の技術的基準を遵守させ

るなど、制度を厳正に運用する。 

 

(2)  樹根及び表土の保全その他森林の土地の保全に特に留意すべき森林の地区 

本地区は、山地災害危険地区調査により、下記のとおりとする。 

なお、下記以外に機能別森林の山地災害防止機能を高度に発揮させる必要のある森林及び保

安林を含む。 

（単位：ha） 

事務所名 

及び市町名 

山腹崩壊 

危険地区 

崩壊土砂流出 

危険地区 

地すべり 

危険地区 
計 

総  数 6,235 1,875 1,045 9,155 

姫路農林水産

振興事務所 
姫路市 1,262 437 46 1,745 

神河町 676 352 36 1,064 

市川町 89 137 - 

22

6 

福崎町 55 28 - 

8

3 

計 2,082 954 82 3,118 

光都農林振興

事務所 相生市 308 71 - 

37

9 

たつの市 528 72 - 

60

0 

赤穂市 688 73 17 

77

8 

宍粟市 1,765 391 348 2,504 



 

太子町 38 2 - 

4

0 

上郡町 101 73 211 

38

5 

佐用町 725 239 387 1,351 

計 4,153 921 963 6,037 

 

(3)  森林の土地の保全のため林産物の搬出方法を特定する必要のある森林及びその搬出方法 

該当なし。 

 

２ 保安施設に関する事項 

(1)  保安林の整備に関する事項 

森林の持つ多面的機能のうち、水源のかん養、山地災害の防止、快適な生活環境や自然環境

の保全などに重要な役割を果たしている森林を保安林として指定し、伐採や開発行為を制限す

るとともに、適切な森林整備等を実施することにより、保安林機能の確保を図る。 

 

(2)  保安施設地区の指定に関する事項 

該当なし 

 

(3)  治山事業の実施に関する事項 

治山事業については、県民の安全・安心の確保を図る観点から、地域防災力の向上や森林の

持つ土砂災害防止、土壌保全や水源のかん養等の防災機能の強化を図るため、近年の土砂・流

木災害の激甚化、河川の氾濫など災害の発生形態が変化していることを踏まえ、緊急かつ計画

的な実施を必要とする荒廃地等を対象として、治山ダムの設置等による土砂流出の抑制、森林

整備等による森林土壌の保全強化を推進する。 

また、流域保全の観点から流域治水の取組との連携を図り、山地災害危険地区におけるハー

ド対策と併せて、危険情報の提供や防災知識の普及啓発等のソフト対策の取組により地域防災

力の向上を図りながら、山地防災・土砂災害対策を推進する。 

 

(4)  特定保安林の整備に関する事項 

指定の目的に即して機能していないと認められる保安林の機能回復を図るため、農林水産大

臣が全国森林計画に基づき指定する特定保安林において、間伐等の施業を早急に実施する必要

のあると認められる森林について「要整備森林」とし、森林の現況に応じて、必要な施業方法

及び時期等を明らかにした上で、積極的にその施業を実施していくこととする。 

 

３ 鳥獣害の防止に関する事項 

市町村森林整備計画の策定にあたっては、次にあげる方針を基準として、鳥獣害防止森林区域

及び当該区域内における鳥獣害の防止の方法を定めるものとする。 

 

(1)  鳥獣害防止森林区域の基準及び当該区域内における鳥獣害の防止の方法に関する方針 

ア 区域の設定の基準 

「鳥獣害防止森林区域の設定に関する基準について」（平成28年10月20日付け28林整研第

180号林野庁長官通知）に基づき、シカを対象鳥獣とし、当該対象鳥獣による森林被害の状

況等を把握できる全国共通のデータ等に基づき、林班を単位として鳥獣害を防止するための

措置を実施すべき森林の区域を定めることとする。 

 



 

イ 鳥獣害の防止の方法に関する方針 

当計画区では、森林の的確な更新及び造林木の確実な育成を図ることを旨として、シカ被

害対策として、シカ被害から直接造林地を守るため防護柵を設置するなど、鳥獣害防止対策

を推進する。 

その際、関係行政機関等と連携した対策を推進することとし、鳥獣保護管理施策や農業被

害対策等と連携・調整するよう努めることとする。 

 

(2)  その他必要な事項 

鳥獣害の防止の方法の実施状況を確認する方法については、必要に応じて各種会議での情報

交換、区域内で森林施業を行う林業事業体や森林所有者等からの情報収集、植栽木の保護措置

の実施箇所への調査･巡回等に努めるものとする。 



 

４ 森林病害虫の駆除及び予防その他の森林の保護に関する事項 

(1)  森林病害虫等の被害対策の方針 

ア 松くい虫被害対策 

森林病虫等防除法に基づき、保全すべき公益的機能の高い松林等を防除区域、その周辺に

位置する松林を周辺区域に指定し、これらの指定区域を対象に予防・駆除対策を効率的に実

施することで、松林の持つ公益的機能の持続的発揮を図る。また、環境に配慮した防除を推

進し、特別伐倒駆除等による被害木の有効利用(破砕材のパルプ材等への利用)に努めるとと

もに、兵庫県産抵抗性マツ「ひょうご元気松」の植栽により、松くい虫被害が発生しにくい

条件整備も併せて実施する。 

＜対象松林概況と被害対策の実施方針＞ 

松林区分 松林区分毎の実施方針 

防 

 

除 

 

区 

 

域 

【県指定】 

高 度 公 益 

機 能 森 林 

保安林及びそれに準じた機能の高い松林を対象とし

て区域を指定し、地上散布・樹幹注入等の予防対策と

伐倒駆除等の防除対策を効果的に実施し､重点的に防

除する。 

【市町指定】 

地 区 

保 全 森 林 

木材資源として優良な松林、又は松たけ山等地域経 

済上重要な松林で、主に高度公益機能森林と一体(高 

度公益機能森林から概ね10km以内かつ面積10ha以上) 

となって保全を図る松林を対象として区域を指定し、 

高度公益機能森林に準じて防除を実施する。 

周 

 

辺 

 

区 

 

域 

【県指定】 

被 害 拡 大 

防 止 森 林 

高度公益機能森林の周辺(概ね２km)にある松林を対 

象として区域を指定し、高度公益機能森林への被害拡 

大を防止するため、伐倒駆除の実施及び感染源の除去 

による樹種転換を促進する。 

【市町指定】 

地区被害拡大 

防 止 森 林 

地区保全森林周辺(概ね２km)にある松林を対象として 

区域を指定し、地区保全森林への被害拡大を防止する 

ため、被害拡大防止森林に準じて防除を実施する。 

 

イ ナラ枯れ被害対策 

被害木の駆除による被害拡大防止対策を基本とし、里山の散策道等として利用されている

森林や保安林等の公益的機能の高い森林、良好な景観を有する森林等において、重点的な防

除を図り、被害の拡大を防止する。 

 

(2)  鳥獣害対策の方針（３に掲げる事項を除く） 

３（１）アにおいて定める対象鳥獣以外の鳥獣による森林被害及び鳥獣害防止森林区域外に

おける対象鳥獣による森林被害については、その防止に向け、シカ被害防止施策等と連携を図

りつつ、野生鳥獣の被害や生息の動向に応じた広域かつ効果的な森林被害対策を推進すると共

に、地域の実情を踏まえ野生鳥獣との共存にも配慮した対策を適切に推進する。 

 

(3)  林野火災の予防の方針 

林野火災の予防のための啓発活動を強化するとともに、林野庁と連携し、林野火災の軽減を

図る。また、不慮の災害に備えて森林保険の加入促進を図る。 

 



 

第５ 保健機能森林の区域の基準その他保健機能森林の整備に関する事項 

保健機能森林は、森林の有する保健機能を高度に発揮させるための森林の施業及び公

衆の利用に供する施設の整備の一体的な推進により、森林の保健機能の増進を図るべき

森林である。市町村森林整備計画の策定にあたっては、次にあげる指針を基準として、

森林資源の構成、周辺における森林レクリェーションの動向等を勘案して、森林の保健

機能の増進を図ることが適当と認められる場合について、保健機能森林の整備に関する

事項を定めるものとする。 

 

１ 保健機能森林の区域の基準 

保健機能森林は、湖沼、渓谷等と一体となって優れた自然美を構成している森林、

かつて燃料や肥料の採取等の生活に密着して利用され、「地域における景観・風景の

形成」「多様な動植物の生息地」「健康、環境教育、レクリェーション的利用」に供

されてきた里山林等、保健機能の高い森林のうち、自然環境の保全に配慮しつつ、そ

の森林の存する地域の実情、その森林の利用者の意向等からみて、森林の保健機能の

増進を図るため整備することが適当であり、かつ、その森林施業の担い手が存在する

とともに、森林保健施設の整備が行われる見込みのある森林について設定するものと

する。 

 

２ その他保健機能森林の整備に関する事項 

(1) 保健機能森林の区域内の森林における施業の方法に関する指針 

保健機能森林の施業については、森林の保健機能の増進を図るとともに、施設の

設置に伴う森林の有する水資源かん養、国土保全等機能の低下を補完するため、自

然環境の保全及び森林の有する諸機能の保全に配慮しつつ、択伐施業、広葉樹育成

施業等多様な施業を積極的に実施するものとする。 

また、利用者が快適に散策等を行えるよう適度な林内照度を維持するため、間伐、

除伐等の保育を積極的に行うものとする。 

なお、保健機能森林の設定、保健機能森林の整備等にあたっては、当該森林によ

って確保されてきた自然環境の保全及び国土の保全に適切な配慮を行うものとす

る。 

また、対象森林を構成する立木の期待平均樹高（その立木が標準伐期齢に達した

ときに期待される樹高<標準伐期齢に達している立木にあってはその樹高>）を定め

るものとする。 

 

(2) 保健機能森林の区域内における森林保健施設の整備の指針 

施設の整備にあたっては、自然環境の保全、国土の保全及び文化財の保護に配慮

しつつ、地域の実情、利用者の意向等を踏まえ、「森林の保健機能の増進に関する

特別措置法」に基づいて多様な施設の整備を行うものとする。 

 

(3) その他必要な事項 

保健機能森林の管理・運営にあたっては、自然環境の保全に配慮しつつ、森林の

保全と両立した森林の保健機能の増進が図られるよう、地域の実情、利用者の意向

等を踏まえて、森林及び施設の適切な管理、防火体制、防火施設の整備並びに利用

者の安全及び交通の安全の確保に留意することとする。 

 



第６　計画量等
  １　伐採立木材積

総数 針葉樹 広葉樹 総数 針葉樹 広葉樹 総数 針葉樹 広葉樹

2,427 2,386 41 830 789 41 1,597 1,597 0

前半5ヵ年の
計画量

1,212 1,192 20 414 394 20 798 798 0

  ２　間伐面積

  ３　人工造林及び天然更新別の造林面積

単位　面積：ha

2,307

人工造林 天然更新

間伐面積

総数

単位　面積：ha

26,236

区分

前半5ヵ年の計画量 3,581 1,153

前半5ヵ年の計画量 13,118

区分

総数 7,162

総数

区分

総数 主伐 間伐

単位　材積：千㎥



種類 区分 位置

（市町）

開設 60 路線 11,705

39 路線 204 箇所 11,461 改良

19 路線 8,268 舗装

開設 自動車道 林道 姫路市 201 - 1 熊部線 4,200 158

自動車道 林道 姫路市 201 - 2 小屋谷線 700 117

自動車道 林道 姫路市 201 - 3 千畳・阪水線 700 97

自動車道 林道 姫路市 201 - 4 足谷線 700 95

自動車道 林道 姫路市 201 - 5 関・一宮線 600 80

拡張 自動車道 林道 姫路市 201 - 6 雪彦・峰山線 15 箇所 710 ○ 改良

1,000 710 ○ 舗装

自動車道 林道 姫路市 201 - 7 塩田線 1 箇所 35 ○ 改良

開設 計 5 路線 6,900 547

2 路線 16 箇所 745 改良

1 路線 1,000 710 舗装

開設 自動車道 林道 神河町 446 - 1 千ケ峰・三国岳線 15,500 1,813 ○

自動車道 林道 神河町 446 - 2 根宇谷線 2,500 202

自動車道 林道 神河町 446 - 3 福山線 1,500 462 ○

自動車道 林道 神河町 446 - 4 東山田線 1,700 100

自動車道 林道 神河町 446 - 5 城山太田池線 9,000 500

自動車道 林道 神河町 446 - 6 平イソ福井線 4,000 240

自動車道 林道 神河町 446 - 7 大谷山線 5,500 78

自動車道
林業専用道
指定林道

神河町 446 - 16 神河１号線 4,500 270

自動車道
林業専用道
指定林道

神河町 446 - 17 神河２号線 3,300 180 ○

自動車道
林業専用道
指定林道

神河町 446 - 18 大畑越知線 2,360 149 ○

自動車道
林業専用道
指定林道

神河町 446 - 19 越知線 4,700 253

自動車道 林道 神河町 446 - 20 千ヶ峰・三国岳支線 320 1,813 ○

拡張 自動車道 林道 神河町 446 - 8 寺谷線 1 箇所 31 改良

自動車道 林道 神河町 446 - 9 黒川新田線 2,015 765 ○ 舗装

自動車道 林道 神河町 446 - 2 根宇谷線 1 箇所 202 改良

550 202 舗装

自動車道 林道 神河町 446 - 11 市川左岸線 10 箇所 140 ○ 改良

自動車道 林道 神河町 446 - 12 水谷線 1  箇所 289 ○ 改良

499 289 ○ 舗装

自動車道 林道 神河町 446 - 13 雪彦・峰山線 14 箇所 390 ○ 改良

800 390 ○ 舗装

自動車道 林道 神河町 446 - 14 峰山線 15 箇所 393 ○ 改良

500 393 ○ 舗装

自動車道 林道 神河町 446 - 1 千ケ峰・三国岳線 12 箇所 1,813 ○ 改良

2,000 1,813 ○ 舗装

自動車道 林道 神河町 446 - 15 千町・段ケ峰線 12 箇所 699 ○ 改良

1,800 226 ○ 舗装

開設 計 12 路線 54,880 6,060

8 路線 66 箇所 3,957 改良

7 路線 8,164 4,078 舗装

４　林道の開設又は拡張に関する計画

拡張
・

開設
路  線　名

利用区域

前半５ヵ年
の計画箇所

備考

延長及び

路線番号 箇所数

面　積
（ha）（ｍ）

総　　　　計

115,963

拡張
17,964

拡張

拡張



種類 区分 位置

（市町）

拡張
・

開設
路  線　名

利用区域

前半５ヵ年
の計画箇所

備考

延長及び

路線番号 箇所数

面　積
（ha）（ｍ）

開設 自動車道 林道 市川町 442 - 1 谷山線 1,000 124

自動車道 林道 市川町 442 - 2 大山線 1,000 96

自動車道 林道 市川町 442 - 3 奥谷線 800 68

自動車道 林道 市川町 442 - 4 加茂地支線 550 90

自動車道 林道 市川町 442 - 5 忍辱奥山線 800 65

自動車道 林道 市川町 442 - 6 御船線 900 65

自動車道 林道 市川町 442 - 7 岩戸奥山線 800 90

自動車道 林道 市川町 442 - 8 寺谷線 1,500 58

自動車道 林道 市川町 442 - 9 東奥山線 10 箇所 148 改良

自動車道 林道 市川町 442 - 10 笠形線 11 箇所 1,065 ○ 改良

1,000 1,065 ○ 舗装

開設 計 8 路線 7,350 656

拡張 2 路線 21 箇所 1,213 改良

1 路線 1,000 1,065 舗装

開設 自動車道 林道 福崎町 443 - 1 大内線 500 107

自動車道 林道 福崎町 443 - 2 亀坪線 750 132

拡張 自動車道 林道 福崎町 443 - 3 笠形線 10 箇所 186 ○ 改良

500 186 ○ 舗装

開設 計 2 路線 1,250 239

拡張 1 路線 10 箇所 186 改良

1 路線 500 186 舗装

開設 27 路線 70,380 7,502

13 路線 113 箇所 6,101 改良

10 路線 10,664 6,039 舗装

開設 自動車道 林道 相生市 208 - 1 光都・菖蒲谷線 2,000 82

開設 計 1 路線 2,000 82

開設 自動車道 林道 佐用町 501 - 1 日名倉山線 2,000 534

自動車道 林道 佐用町 501 - 2 秀谷線 500 53

自動車道 林道 佐用町 501 - 3 水谷線 300 7

自動車道 林道 佐用町 501 - 4 塩谷山西線 500 20

自動車道 林道 佐用町 501 - 5 サラエ線 500 357

自動車道 林道 佐用町 501 - 6 岩野線 500 27

自動車道 林道 佐用町 501 - 7 桑村線 500 87

自動車道 林道 佐用町 501 - 8 丸山・石井線 1,000 54

自動車道 林道 佐用町 501 - 9 滝谷・奥村線 1,000 151

自動車道 林道 佐用町 501 - 10 久崎・吉永線 6,500 828

自動車道 林道 佐用町 501 - 1 日名倉山線 4,700 205

自動車道 林道 佐用町 501 - 11 弦谷滝谷線 500 47

自動車道 林道 佐用町 501 - 12 本谷添谷線 500 256

自動車道 林道 佐用町 501 - 13 奥渓線 500 63

拡張 自動車道 林道 佐用町 501 - 14 金谷線 1 箇所 9 改良

自動車道 林道 佐用町 501 - 15 梶屋ノ奧線 1 箇所 38 改良

自動車道 林道 佐用町 501 - 16 三角畑線 1 箇所 66 改良

自動車道 林道 佐用町 501 - 17 虚谷支線 1 箇所 42 改良

自動車道 林道 佐用町 501 - 18 宮ノ谷線 1 箇所 105 改良

自動車道 林道 佐用町 501 - 19 長林線 1 箇所 65 改良

自動車道 林道 佐用町 501 - 20 池ノ内線 1 箇所 43 改良

自動車道 林道 佐用町 501 - 21 鎌倉線 1 箇所 179 改良

自動車道 林道 佐用町 501 - 22 奥山線 1 箇所 147 改良

開設 計 14 路線 19,500 2,689

拡張 9 路線 9 箇所 694 改良

拡張

姫路農林水産

拡張
振興事務所計



種類 区分 位置

（市町）

拡張
・

開設
路  線　名

利用区域

前半５ヵ年
の計画箇所

備考

延長及び

路線番号 箇所数

面　積
（ha）（ｍ）

開設 自動車道 林道 たつの市 229 - 1 光都・菖蒲谷線 2,021 45

自動車道 林道 たつの市 229 - 2 宮内平野線 488 24

自動車道 林道 たつの市 229 - 3 大谷福原線 3,930 324

開設 計 3 路線 6,439 393

開設
自動車道

林道
指定林道

宍粟市 227 - 1 前地・カンカケ線 4,744 279 ○

自動車道 林業専用道 宍粟市 227 - 2 小杉線 500 60 ○

自動車道 林業専用道 宍粟市 227 - 3 大谷線 1,500 101 ○

自動車道 林業専用道 宍粟市 227 - 4 岡ノ上・東線 1,100 34 ○

自動車道 林業専用道 宍粟市 227 - 5 大路線 500 37 ○

自動車道 林業専用道 宍粟市 227 - 6 別所線 1,500 30 ○

自動車道 林業専用道 宍粟市 227 - 7 鷹巣・小茅野線 1,000 30 ○

自動車道 林業専用道 宍粟市 227 - 8 岩上谷線 900 32 ○

自動車道 林業専用道 宍粟市 227 - 9 藤ヶ谷線 600 117 ○

自動車道 林業専用道 宍粟市 227 - 10 平畑線 550 91 ○

自動車道 林業専用道 宍粟市 227 - 11 横掛線 500 43 ○

自動車道
林業専用道
指定林道

宍粟市 227 - 12 能栖線 2,100 81 ○

自動車道 林業専用道 宍粟市 227 - 13 アリヤス線 500 18 ○

自動車道 林業専用道 宍粟市 227 - 14 間谷線 750 29

自動車道 林業専用道 宍粟市 227 - 15 高畑線 900 57 ○

拡張 自動車道 林道 宍粟市 227 - 16 新谷線 1 箇所 120 改良

自動車道 林道 宍粟市 227 - 17 細野白口線 1 箇所 273 改良

自動車道 林道 宍粟市 227 - 18 塩田葛根線 1 箇所 163 改良

自動車道 林道 宍粟市 227 - 19 中坪２号線 1 箇所 130 改良

自動車道 林道 宍粟市 227 - 1 前地カンカケ線 3 箇所 781 改良

1,000 781 〇 舗装

自動車道 林道 宍粟市 227 - 20 千町線 2 箇所 403 改良

自動車道 林道 宍粟市 227 - 21 大河内線 1 箇所 229 改良

自動車道 林道 宍粟市 227 - 22 岡ノ上線 2 箇所 218 改良

自動車道 林道 宍粟市 227 - 23 千町・段ケ峰線 20 箇所 448 ○ 改良

自動車道 林道 宍粟市 227 - 24 雪彦・峰山線 12 箇所 159 ○ 改良

500 159 ○ 舗装

自動車道 林道 宍粟市 227 - 25 峰山線 17 箇所 628 ○ 改良

1,000 628 ○ 舗装

自動車道 林道 宍粟市 227 - 26 瀞川・氷ノ山線 10 箇所 136 ○ 改良

1,000 136 ○ 舗装

自動車道 林道 宍粟市 227 - 27 宮ノ谷線 2 箇所 95 ○ 改良

自動車道 林道 宍粟市 227 - 28 溝谷線 2 箇所 100 ○ 改良

自動車道 林道 宍粟市 227 - 29 ﾒｲﾌﾟﾙﾛｰﾄﾞ1号線 5 箇所 88 〇 改良

自動車道 林道 宍粟市 227 - 12 能栖線 2,000 138 ○ 舗装

自動車道 林道 宍粟市 227 - 30 垣内線 300 102 ○ 舗装

自動車道 林道 宍粟市 227 - 31 滝ノ内線 500 114 ○ 舗装

自動車道 林道 宍粟市 227 - 32 砂出線 500 94 ○ 舗装

自動車道 林道 宍粟市 227 - 33 中山線 500 77 ○ 舗装

拡張 自動車道 林道 宍粟市 227 - 34 大通中江線 1 箇所 334 改良

自動車道 林道 宍粟市 227 - 35 河久保線 1 箇所 361 改良

開設 計 15 路線 17,644 1,039

拡張 17 路線 82 箇所 4,666 改良

9 路線 7,300 2,229 舗装

開設 33 路線 45,583 4,203

拡張 26 路線 91 箇所 5,360 改良

9 路線 7,300 2,229 舗装

光都農林

振興事務所計



５　保安林整備及び治山事業に関する計画

　　　ア　保安林として管理すべき森林の種類別の計画期末面積

62,166

48,748

13,115

3,542

※　総数欄は、２以上の目的を達成するために指定される保安林があるため、
　　 水源涵養のための保安林等の内訳の合計に一致しないことがある。

　　　 イ　 計画期間内において保安林の指定又は解除を相当とする森林の種類別の所在及び面積等

328 163

435 218

307 152

1,070 534

173 87

180 90

208 104

561 281

0 0

－ －

0 0

0 0

1,631 815

1 0 指定理由の消滅

0 0 指定理由の消滅

1 0 指定理由の消滅

2 1

1 1 指定理由の消滅

2 1 指定理由の消滅

2 1 指定理由の消滅

5 3

0 0 指定理由の消滅

－ －

0 0 指定理由の消滅

0 0

7 4
※　四捨五入のため、積み上げと小計、計の値は一致しない。

 (1)　保安林として管理すべき森林の種類別面積等

保安林の種類

面積(ha)

備考前半5カ年の
計画面積

総数(実面積) 61,355

48,214

災害の防備 12,837

保健・風致等 3,542

指定／
解除

種類
森林の所在 面積(ha)

水源の涵
かん

養

指定又は解除を
必要とする理由

備考
流域

前半５カ年の
計画面積

指定
水源の涵

かん

養
加古川～揖保川

揖保川

千種川

小計

災害の防備 加古川～揖保川

揖保川

千種川

小計

保健・風致等 加古川～揖保川

揖保川

千種川

小計

計

指定／
解除

種類
森林の所在 面積(ha)

千種川

小計

揖保川

千種川

小計

災害の防備

指定又は解除を
必要とする理由

備考
流域

前半５カ年の
計画面積

加古川～揖保川

揖保川

千種川

計

解除
水源の涵

かん

養
加古川～揖保川

揖保川

小計

保健・風致等 加古川～揖保川



　　　 ウ　 計画期間内において指定施業要件の整備を相当とする森林の面積
単位　面積：ha

1,200

　　　　  該当なし。

230

６　  要整備森林の所在、面積、実施すべき施業の方法及び時期
　　  該当なし。

択伐率
の変更

間伐率の
変更

植栽の変更

市町村
前半5ヵ年の
計画地区数

種類

治山事業施工地区数
主な工種 備考

 (2)　保安施設地区として指定することを相当とする土地の所在及び面積等

 (3)　実施すべき治山事業の数量

指定施業要件の整備区分
伐採の
方法の

皆伐面積の
変更

姫路市、神河
町、市川町、
福崎町、相生
市、たつの

市、赤穂市、
宍粟市、太子
町、上郡町、

佐用町

115

渓間工
山腹工

森林整備
地すべり防止

水源の涵
かん

養

森林の所在



第７ その他必要な事項 
１ 保安林その他制限林の施業方法 

(1)  保安林の区域内の森林 

       保安林の施業方法全般の留意事項は次のとおりである。 

     ただし、個々に指定された保安林の施業方法は、保安林台帳に記載された方法及び、森

林法施行令並びに森林法施行規則に定められた方法とする。 

 

ア  主伐の方法 

   (ア)  伐採できる立木は、各市町村森林整備計画で定めた標準伐期齢以上のものとする。 

   (イ)  伐採方法は、下記３区分とする。 

      ａ  皆伐（皆伐を含む自由な伐採方法がとれるもの） 

      ｂ  択伐（伐採区域内の立木を均等な割合で、単木的に選定し伐採するもの、あるい

は樹群を単位とする伐採で、当該伐採により生じる無立木地が 0.05ha 未満であるも

の) 

     ｃ  禁伐 (全ての立木の伐採を禁止するもの) 

 

イ  伐採の限度 

   (ア)  皆伐限度は、毎年度四半期ごとに公表される面積の範囲内とする。 

   (イ)  箇所あたりの皆伐面積の限度は、原則として次の範囲内において伐採跡地からの土

砂の流出の危険性、急激な疎開による周辺の森林への影響等に配慮して定めるものと

している。 

ａ 水源かん養保安林(急傾斜地の森林及び保安施設事業の施行地等の森林その他森

林施業上これと同一の取扱いをすることが適当と認められる森林に限る) 20ha 以下 

ｂ 土砂流出防備、飛砂防備、干害防備及び保健の各保安林 10ha 以下 

ｃ その他の保安林(当該森林の地形、気象、土壌等の状況を勘案し、特に保安機能の

維持又は強化を図る必要があるものに限る)  20ha 以下 

   

ウ  植栽の方法等 

   (ア)  満 1 年生以上の苗を、概ね１ha当たり伐採跡地につき、的確な更新を図るために必

要なものとして、農林水産省令で定める植栽本数以上の割合で、均等に分布するよう

に植栽するものとする。 

 

(2)  保安林の林種別の施業方法 

ア  水源かん養保安林 

      林況が粗悪な森林並びに伐採の方法を制限しなければ、急傾斜地、保安施設事業の施

行地等の森林で土砂が崩壊し、又は流出するおそれがあると認められるもの及びその伐

採跡地における成林が困難になるおそれがあると認められる森林にあっては、択伐とし、

その程度が特に著しいと認められるものにあっては禁伐としている。 

      その他の森林にあっては伐採種を定めていない。 

 

イ  土砂流出防備保安林 

      保安施設事業の施行地の森林で地盤が安定していないものその他伐採すれば著しく土

砂が流出するおそれがあると認められる森林にあっては、禁伐としている。 

      地盤が比較的安定している森林にあっては、伐採種を定めていない。 

その他の森林にあっては択伐としている。 

 

ウ  土砂崩壊防備保安林 

      保安施設事業の施行地で地盤が安定していないもの、その他伐採すれば著しく土砂が

崩壊するおそれがあると認められる森林にあっては、禁伐としている。 

      その他の森林にあっては択伐としている。 

 



エ  飛砂防備保安林 

      林況が粗悪な森林及び伐採すればその伐採跡地における成林が著しく困難と認めら

れる森林にあっては、禁伐としている。 

       その他地表が比較的安定している森林にあっては、伐採種を定めない。 

       その他の森林にあっては択伐としている。 

 

オ  防風保安林 

       林帯の幅が狭小な森林(その幅がおおむね 20ｍ未満のものをいうものとする。)、そ

の他林況が粗悪な森林、及び伐採すればその伐採跡地における成林が困難になるおそれ

があると認められる森林にあっては、択伐(その程度が特に著しいと認められるもの<

林帯については、その幅がおおむね10ｍ未満のものをいうものとする>にあっては禁伐)

としている。 

       その他の森林にあっては、伐採種を定めていない。 

 

カ  潮害防備保安林 

       林況が粗悪な森林及び伐採すればその伐採跡地における成林が著しく困難になるお

それがあると認められる森林にあっては、禁伐とする。 

        その他の森林にあっては、択伐としている。 

 

キ  干害防備保安林 

       林況が粗悪な森林並びに伐採の方法を制限しなければ、急傾斜地等の森林で土砂が流

出するおそれがあると認められるもの、及び用水源の保全又はその伐採跡地における成

林が困難になるおそれがあると認められる森林にあっては、択伐(その程度が特に著し

いと認められるものにあっては禁伐)としている。 

       その他の森林にあっては、伐採種を定めていない。 

 

ク  防火保安林 

       禁伐としている。 

 

ケ  魚つき保安林 

       伐採すればその伐採跡地における成林が著しく困難になるおそれがあると認められ

る森林にあっては、禁伐としている。 

           魚つきの目的にかかる海洋、湖沼等に面しない森林にあっては伐採種を定めない。 

その他の森林にあっては択伐としている。 

 

コ  航行目標保安林 

伐採すればその伐採跡地における成林が著しく困難になるおそれがあると認められ

る森林にあっては、禁伐としている。 

       その他の森林にあっては択伐としている。 

 

サ  保健保安林 

       伐採すればその伐採跡地における成林が著しく困難になるおそれがあると認められ

る森林にあっては、禁伐としている。 

         地域の景観の維持を主たる目的とする森林のうち、主要な利用施設又は眺望点からの

視界外にあるものにあっては伐採種を定めない。 

       その他の森林にあっては択伐としている。 

 

 

 

 

 



      シ  風致保安林 

       風致の保存のため特に必要あると認められる森林にあっては、禁伐としている。 

       その他の森林にあっては択伐としている。 

 

ス  防雪保安林 

林況粗悪な森林、及び伐採すればその伐採跡地における成林が著しく困難になるおそ

れがあると認められる森林にあっては、禁伐としている。 

その他の森林にあっては、択伐としている。 

 

セ  防霧保安林 

林帯の幅が狭小な森林（その幅がおおむね 20m 未満のものをいうものとする）、その

他林況が粗悪な森林、及び伐採すればその伐採跡地における成林が困難になるおそれが

あると認められる森林にあっては、択伐（その程度が特に著しいと認められるもの<林

帯については、その幅がおおむね 10m 未満のものをいうものとする>にあっては禁伐）

としている。 

その他の森林にあっては、伐採種を定めていない。 

 

ソ  なだれ防止保安林 

緩傾斜地の森林、その他なだれ又は落石による被害を生ずるおそれが比較的少ないと

認められる森林にあっては、択伐としている。 

その他の森林にあっては、禁伐としている。 

 

タ  落石防止保安林 

緩傾斜地の森林、その他なだれ又は落石による被害を生ずるおそれが比較的少ないと

認められる森林にあっては、択伐としている。 

その他の森林にあっては、禁伐としている。 

 

チ  水害防備保安林 

林況粗悪な森林、及び伐採すればその伐採跡地における成林が著しく困難になるおそ

れがあると認められる森林にあっては、禁伐としている。 

その他の森林にあっては、択伐としている。 

 

(3)  国立公園特別地域内における森林 

ア  特別保護地区 

   (ア)  主伐 

伐採種は禁伐とする。 
    (イ)  鉱物の掘採または土石の採取は、原則として禁止する。 
    (ウ)  土地の開墾、その他の形状変更をきたす行為は原則として禁止する。 

 
イ  第１種特別地域 

   (ア)  第１種特別地域は禁伐とする。ただし、風致維持に支障のない場合に限り、単木択

伐法を行うことができる。 

   (イ)  単木択伐法は次の規定により行う。 

a  伐期齢は、標準伐期齢に見合う林齢に 10年を加えたもの以上であること。 

b  択伐率は現在蓄積の 10% 以内とする。 

   (ウ)  鉱物の掘採又は土石の採取は、露天掘りによるものは原則として禁止する｡ 露天掘

り以外の方法によるものでも抗口を第１種特別地域に設けるものは原則として禁止        



する。 

    (エ)  土地の開墾その他の形状変更をきたす行為は、原則として禁止する。 

 
ウ  第２種特別地域 

   (ア)  第２種特別地域は択伐とする。ただし、風致維持に支障のない場合に限り皆伐法に

よることができる。 

   (イ)  国立公園計画に基づく車道、歩道、集団施設地区及び単独施設の周辺（造林地、要

改良林分、薪炭林を除く）は、原則として単木択伐法によるものとする。 

   (ウ)  伐採齢は、標準伐期齢に見合う林齢以上とする。 

  (エ)  択伐率は、用材林においては現在蓄積の 30% 以内とし、薪炭材においては 60% 以

内とする。 

   (オ)  伐採及び更新に際し、とくに風致上必要と認める場合は、自然保護局長は、伐区、

樹種、林型の変更を要望することができる。 

   (カ)  特に指定した風致樹については、保存及び保護に努めること。 

(キ)  皆伐法による場合は、次のとおりとする。 

a  一伐区の面積は、2 ha 以内とする。 

ただし、疎密度 10分の 3 より多く保残木を残す場合、または車道、歩道、集団

施設地区、単独施設等の主要公園利用地点から望見されない場合は、伐区面積を増

大させることができる。 
b  伐区は、更新後 5 年以上を経過しなければ連続して設定することはできない。 

この場合においても、伐区は努めて分散しなければならない。 

   (ク)  鉱物の掘採又は土石の採取は、露天掘りによるものは、原則として禁止する。 

露天掘り以外によるものでも抗口を第 1 種特別地域に設けるものは原則として禁

止する。 

   (ケ)  土地の開墾、その他の形状変更をきたす行為は、風致景観上支障のない場合を除き

原則として禁止する。（主たる景観から望見できない場所で､かつ、軽微な形状変更を

除く） 
 

エ  第３種特別地域 

全般的な風致の維持を考慮して施業を行うこととし、特に施業方法は定めない。 
ただし、風致維持に著しい支障のある場合は、この限りではない。 
鉱物の掘採又は、土石の採取は、露天掘りによるものは、原則として禁止する。 
ただし、現地形を大幅に改変するおそれがないものは、この限りでない。 

 

(4)  国定公園特別保護地区及び特別地域の森林 

ア  特別保護地区 

国立公園特別保護地区の森林に準ずる。 
 

イ  第１種特別地域の森林 

国立公園第１種特別地域の森林に準ずる。 



 
ウ  第２種特別地域の森林 

国立公園第２種特別地域の森林に準ずる。 
 

    エ  第３種特別地域の森林 

国立公園第３種特別地域の森林に準ずる。 
 

(5)  県立自然公園特別地域の森林 

ア  第１種特別地域の森林 

国立公園第１種特別地域の森林に準ずる。 
 

イ  第２種特別地域の森林 

国立公園第２種特別地域の森林に準ずる。 
 

ウ  第３種特別地域の森林 

国立公園第３種特別地域の森林に準ずる。 
 

(6)  県自然環境保全地域の特別地区 

主伐は原則として択伐とする。 
環境の保全と創造に関する条例に基づく許可を受けること。 

 

(7)  林業種苗法による特別母樹林 

ア  主伐 

   (ア)  伐採種 

原則として禁伐とする。ただし、林業種苗法に基づき許可を受けた場合には、伐採

できる。 

 

    (イ)  伐採許可の対象 
a  倒木又は枯死木 

b  老齢で結実しなくなった樹木 

c  病虫害まん延防止の場合 

d  立木密度の高い森林における劣勢木等 
 

(8)  文化財保護法により史跡、名勝、天然記念物に指定されている区域の森林 

ア  主伐 

文化財保護法第 125 条の規定により、伐採及び搬出等で現状を変更し、又は保存に影

響を及ぼす行為をしようとするときは、文化庁長官の許可を要する。 
なお、非常災害等の応急措置をとる場合等はこの限りではないが、事前に各市町教育

委員会まで内容を問い合わせること。 
 
 
 



イ  その他 

落葉・下層植生・土石の採取、その他指定地域内の地形の現状変更をきたす行為は、

文化庁長官の許可を要する。 
 

(9)  砂防指定地の森林 

ア  主伐 

   (ア)  伐採種 

木竹を伐採し又は樹根を採取する行為は、許可を要する。なお、砂防工事により施

工した山腹植裁地での伐採は、原則として禁止する。 

    (イ)  木竹を滑下し、又は地引きにより搬出する行為は、許可を要する。 
 
イ  その他 

土石の採取又は集積、その他土地の形質の変更等の行為をするときは、許可を要する。 
 

(10) 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律による特別保護地区の森林 

立木竹の伐採は、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律に基づく許可が

必要である。 
ただし、単木択伐、立木竹の本数において 20％以下の間伐、保育のためにする下刈り、

除伐については、許可を要しない。 
 

(11) 都市緑地法による特別緑地保全地区 

主伐は択伐とし、許可を要する。ただし、公益性が特に高いと認められる事業に係る行

為のうち、緑地保全上著しい支障を及ぼすおそれがない場合で、森林法上の保安施設事業

及び林業を営む行為においては、許可を要しない。 
 

(12) 近畿圏の保全区域の整備に関する法律における近郊緑地保全区域 

主伐は択伐とし、届出を要する。ただし、公益性が特に高いと認められる事業に係る行

為のうち、緑地保全上著しい支障を及ぼすおそれがない場合で、森林法上の保安施設事業

及び林業を営む行為においては、届出を要しない。 
 

(13) 都市計画法における風致地区 

主伐は択伐とし、許可を要する。ただし、森林法上の保安施設事業及び林業を営む行為

においては、許可を要しない。 
 

(14) 急傾斜地崩壊危険区域の森林 

ア  主伐 

   (ア)  伐採種 

原則として立木竹の伐採には、許可を要する。ただし、存置することによって崩壊

を誘発・助長させると認められる立木竹、及び急傾斜崩壊防止工事の施工上支障とな

る立木竹の伐採を除く。 



    (イ)  木竹の滑下又は地曳きによる伐採木竹の搬出には、許可を要する。 
 

イ  その他 

土石の採取又は集積、その他土地の形質の変更等の行為をするときは、許可を要する。 

 

(15) 森林の保護及び管理のための施設に関する事項 

森林の保全、落石等の防止、寒風害等の各種被害の防止、及び風致等のため必要がある

場合には、所要の保護樹帯を設置することとする。 

また、林野火災予防のために機材、標板等を設置することとする。 
 
 
 

 



別 表 
 
 
 

揖 保 川 地 域 森 林 計 画 
一部変更計画書 

 
 
 
 
                                     
 

（揖保川森林計画区） 
 
 
 
 
 
 

計 画 期 間 
 

自 令和  6 年  4 月  1 日 

 

至 令和 16 年  3 月 31 日 

 
 
 
 

（令和８年１月 20 日兵庫県告示第 31 号） 

 

兵 庫 県 



総数 主伐 間伐

計 針葉樹 広葉樹 計 針葉樹 広葉樹 計 針葉樹 広葉樹

2,427 2,386 41 830 789 41 1,597 1,597 -

姫 路 市 358 351 7 123 116 7 235 235 -

神 河 町 427 426 1 142 141 1 285 285 -

市 川 町 91 89 2 32 29 2 59 59 -

福 崎 町 12 11 0 4 4 0 8 8 -

小 計 888 877 11 301 290 11 587 587 -

相 生 市 13 10 2 6 3 2 7 7 -

た つ の 市 80 77 3 29 25 3 52 52 -

赤 穂 市 14 10 4 8 3 4 7 7 -

宍 粟 市 1,063 1,056 7 356 349 7 707 707 -

太 子 町 1 1 0 0 0 0 1 1 -

上 郡 町 37 33 4 15 11 4 22 22 -

佐 用 町 331 322 9 115 107 9 216 216 -

小 計 1,539 1,509 30 529 499 30 1,010 1,010 -

(単位：ha)

7,419 5,945 1,474

姫 路 市 1,152 846 306

神 河 町 1,045 974 70

市 川 町 305 255 50

福 崎 町 94 65 28

小 計 2,595 2,141 454

相 生 市 157 43 113

た つ の 市 384 234 150

赤 穂 市 194 64 130

宍 粟 市 2,659 2,438 221

太 子 町 16 6 10

上 郡 町 308 133 175

佐 用 町 1,106 886 221

小 計 4,824 3,804 1,020

（注）四捨五入のため、区分の積み上げと、小計、総数の値は一致しない。

第1表 主伐（皆伐）上限量の目安（年間） （千㎥）

第2表 再造林率に応じた持続的伐採可能量（年間） （千㎥）
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別表３　持続的伐採可能量

684

主伐（皆伐）上限量の目安

総　　　　数

姫 路
農 林 水 産
振興事務所

光 都
農 林
振興事務所

総数 人工造林 天然更新

(注）四捨五入のため、区分の積み上げと、小計、計、総数の値は一致しない。

事務所 市町

(単位：千㎥)別表１　伐採立木材積の市町別計画量

別表２  人工造林・天然更新別の市町別計画量

事務所 市町

総　　　　数

姫 路
農 林 水 産
振興事務所

光 都
農 林
振興事務所


